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はじめに 

 

 

  企業局では、県民の健康と快適な生活を支える安全で安心な水道水を安定供給していく

ために、広域的な水道用水供給事業を推進しており、これに係る水質検査は自ら行うこと

を基本としております。 

 

 一方、主な水源である霞ヶ浦では富栄養化の問題が顕在化しており、また、利根川や鬼

怒川及び那珂川では取水地点が下流部に位置することから、上流部からの汚染の影響を受

けやすい特性があります。これらに対応するため、企業局の10か所の浄水場では、それぞ

れの原水水質に適応した浄水処理ときめ細かな水質管理を行っております。 

 

  この度、企業局では、水道法令等に基づき、これまでの水質検査結果や地域特性を踏ま

えて、採水地点、検査項目及び検査頻度等を定めた令和８年度水質検査計画を策定しまし

たので、ここに公表いたします。 
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１ 基本方針 
 

企業局では、水道水の安全性を確保していくために、水道法令等に基づき水質検査を行います。 
なお、水質検査を行う試料の採水地点、検査項目、検査頻度については次のとおりです。 

 
（１）採水地点 

取水地点（取水場又は取水口で採水した試料を以下「取水原水」という。）、浄水池出口（採
水した試料を以下「浄水」という。）及び水道水の水質が合理的に判断できる市町村等の配水池
入口（採水した試料を以下「配水」という。）等とします。 

 
（２）検査項目 

水道法令等に基づく「１日１回行う検査項目※１」、「水質基準項目※２」、「水質管理目標設
定項目※３」及び「その他の項目」とします。 

 
（３）検査頻度 

ア 色、濁り、消毒の残留効果の検査を１日１回行います。 
    イ 取水原水は、水質管理上有用な項目を月１回、水質基準全項目検査を年１回行います。 
  ウ 浄水及び配水は、水質基準項目検査を月１回行います。ただし、法令に基づき、過去の水質

検査結果をもとに一部の項目については、検査回数を減じて、効率的な検査を行います。 
エ 水質管理目標設定項目及びその他の項目については別途定める頻度とします。 
 
 
※１ １日１回行う検査項目 

    「水道法施行規則(以下、施行規則)【昭和32年12月14日厚生省令第45号】）」第15条第1
項第1号イにより、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を１日１回以上行うこと
が義務づけられています。 

※２ 水質基準項目 
全ての水道水に一律に適用される項目で、「水質基準に関する省令（平成15年5月30日厚

生労働省令第101号）」により、令和８年４月１日現在52項目が定められています。 
一部の水質基準項目については、施行規則第15条第1項第3号ハ及び同第4号の定めにより、

過去における当該事項についての検査結果に基づき、当該事項の検査回数を減ずること又は
検査を省略することができます。 

  ※３ 水質管理目標設定項目 
評価値が暫定である項目や検出レベルは高くないものの水道水質管理上留意すべき項目

について、水質基準を補完する項目として「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規
則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第
1010001号）」により、令和８年４月１日現在26項目（農薬類は115物質を１項目とする）が
定められています。 
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２ 水道用水供給事業の概要 
 
（１） 水道用水供給事業 

企業局では、県南西・鹿行・県中央の３広域事業を実施し、県内の32市町村2企業団（36市町
村）に水道用水を供給しています。 
 

事業名称 事務所・浄水場 水源 
一日最大給水量

（ｍ３／日） 
給水対象市町村等 

県南西広域水道 

用水供給事業 

県南水道事務所 

（霞ヶ浦浄水場） 
霞ヶ浦 

155,675 

土浦市、阿見町、つくば市、 

茨城県南水道企業団（龍ケ崎市、取手市、

牛久市、利根町） 

阿見浄水場 50,400 稲敷市、阿見町、河内町、美浦村 

利根川浄水場 利根川 100,000 
守谷市、茨城県南水道企業団（龍ケ崎市、

取手市、牛久市、利根町） 

新治浄水場 

霞ヶ浦 

8,000 土浦市、かすみがうら市、石岡市 

県西水道事務所 

（関城浄水場） 
37,400 

常総市、筑西市、結城市、下妻市、桜川

市、八千代町 

水海道浄水場 
鬼怒川 

利根川 
34,600 

常総市、坂東市、古河市、つくばみらい

市、境町 

鹿行広域水道 

用水供給事業 

鹿行水道事務所 

（鹿島浄水場） 
北浦 78,000 

鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田

市 

鰐川浄水場 鰐川 30,000 神栖市 

県中央広域水道 

用水供給事業 

県中央水道事務所 

（水戸浄水場） 
那珂川 54,000 

笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那

珂市、かすみがうら市、小美玉市、茨城

町、大洗町、東海村、湖北水道企業団（石

岡市、小美玉市） 

涸沼川浄水場 涸沼川 24,000 笠間市 

 
 

 
（２） 浄水処理システム 

※１ 霞ヶ浦浄水場のオゾン促進酸化処理施設については、令和６年11月１日より供用開始 
※２ 「オゾン処理＋粒状活性炭処理」は１／２系列のみ、残り１／２系列は「通常の浄水処理＋粉末活性炭処理」 

 
 
 
 
 
 

処理方式 浄水場 浄水処理フロー 

粒状活性炭処理 

阿見浄水場 

鹿島浄水場 

鰐川浄水場 

関城浄水場 

新治浄水場 

涸沼川浄水場 

原水 →[凝集・沈殿]→[急速ろ過]→[粒状活性炭] 

→ 浄水 

生物処理 

＋オゾン促進酸化処理※１ 

＋粒状活性炭処理 

霞ヶ浦浄水場 
原水 →[生物処理]→[凝集・沈殿]→[急速ろ過]→

[オゾン促進酸化処理※１]→[粒状活性炭]→ 浄水 

オゾン処理＋粒状活性炭処理 
利根川浄水場※２ 

水海道浄水場 

原水 →[凝集・沈殿]→[オゾン処理]→[粒状活性炭]

→[急速ろ過]→ 浄水 

通常の浄水処理＋ 

粉末活性炭処理 
水戸浄水場 

原水 →（粉末活性炭）→[凝集・沈殿]→[急速ろ過]

→ 浄水 
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３ 取水原水の状況及び水質管理上留意すべき項目 
 

水 源 取水原水の状況 水質管理上留意すべき項目 

霞ヶ浦 
北浦 

・富栄養化 
・藻類の増殖 

・かび臭 
・トリハロメタン 
・藻類 
・濁度 
・有機物 

鰐川 

・富栄養化 
・藻類の増殖 
・塩化物イオンの上昇 

・かび臭 
・トリハロメタン 
・藻類 
・塩化物イオン 
・濁度 
・有機物  

利根川 

・降雨による濁度上昇 
・農薬の流入 
・魚卵の流下 
・水質汚染事故 

・濁度 
・有機物 
・農薬類 
・トリハロメタン 
・かび臭 
・異臭味 
・原虫類（クリプトスポリジウム等） 

鬼怒川 

・降雨による濁度上昇 
・農薬の流入 
・水質汚染事故 

・濁度 
・有機物 
・農薬類 
・トリハロメタン 
・かび臭 
・原虫類（クリプトスポリジウム等） 

那珂川 

・降雨による濁度上昇 
・農薬の流入 
・渇水による塩分遡上 
・水質汚染事故 
・鮭遡上による腐敗臭 

・濁度 
・有機物 
・農薬類 
・トリハロメタン 
・かび臭 
・塩化物イオン 
・異臭味 
・原虫類（クリプトスポリジウム等） 

涸沼川 

・降雨による濁度上昇 
・農薬の流入 
・水質汚染事故 

・濁度 
・農薬類 
・トリハロメタン 
・かび臭 
・原虫類（クリプトスポリジウム等） 

 
４ 採水地点（図－１～３参照） 
（１）取水原水 
   水源である霞ヶ浦、北浦、鰐川、利根川、鬼怒川、那珂川及び涸沼川の取水地点とします。 
（２）浄水 
  浄水場で浄水処理した水を貯留する浄水池出口とします。  

（３）配水 
水道水が水質基準に適合するかどうかを合理的に判断できる市町村等の配水池入口とします。 

 
５ 水質検査項目及び検査頻度 

 この検査計画中での検査項目に関する用語は、別表のとおりです。 
（１）１日１回行う検査項目（３項目） 

各浄水場の浄水池出口での色度、濁度、残留塩素の検査を１日１回以上行います。 
なお、浄水場ごとに末端となる配水場においては、水質計器による色度、濁度、残留塩素の

連続監視を行います。 
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（２）水質基準項目（表－１参照） 
  ア 取水原水 
       消毒副生成物等を除く全項目検査を年１回、浄水場の維持管理に必要な項目等の検査を概

ね月１回行います。 
  イ 浄水 
        法令により毎月検査が義務づけられている項目、維持管理上必要な項目及びおいしい水の

指標とされている項目については、月１回検査を行います。 
法令により３ヶ月に１回以上の検査が義務づけされている項目については、年４回検査を行

います。 
これ以外の項目は、過去３年間の検査で、浄水・配水何れかの検出濃度が基準値の１／５を

超えたことがある浄水場の当該事項及び浄水方法の変更後３年間の検査実績がない浄水場の
当該事項については年４回、浄水・配水何れの検出濃度も基準値の１／５を超えたことがない
浄水場の当該事項については、年１回検査を行います。 

ただし、トリハロメタンについては、６～10月の間は、年４回の検査に該当しない月であっ
ても月１回検査を行います。 

  ウ 配水 
法令により毎月検査が義務づけられている項目、維持管理上必要な項目及びおいしい水の

指標とされている項目については、月１回検査を行います。 
法令により３ヶ月に１回以上の検査が義務づけされている項目については、年４回検査を行

います。 
これ以外の項目は、過去３年間の検査で、浄水・配水何れかの検出濃度が基準値の１／５を

超えたことがある浄水場の当該事項、浄水方法の変更後３年間の検査実績がない浄水場の当該
事項及び過去３年間の検査実績がない配水場の当該事項については年４回、浄水・配水何れの
検出濃度も基準値の１／５を超えたことがない浄水場の当該事項については、年１回検査を行
います。 

 
（３）水質管理目標設定項目（農薬類以外の項目、表－２参照） 
      企業局では、浄水処理において二酸化塩素を使用していないことから、二酸化塩素については

取水原水、浄水、配水とも検査を省略します。 
ア 取水原水 

        残留塩素、消毒副生成物、遊離炭酸及び水道管に対する腐食性の指標であるランゲリア指数
を除く項目を年１回行います。 

    イ 浄水 
      維持管理上必要な項目やおいしい水の指標とされている項目等を概ね月１回行います。また、

その他の項目を年１回行います。 
  ウ 配水 
    浄水場ごとに最末端となる配水場において、年１回行います。 
 
（４）農薬類（表－２－２参照） 
   農薬類の検査は、環境省が定めたリストに掲載されている農薬のうち、過去10年間に検出され

た農薬及び取水原水の流域５都県※における過去３年間の出荷量が10ｔを超える農薬について、
取水原水及び浄水を対象に行います。 

検査対象農薬を過去３年間に浄水または取水原水で検出された農薬とそれ以外に分類し、河川
を水源とする浄水場（以下「河川系浄水場」という。）についてはそれぞれ年10回、２回、湖沼
を水源とする浄水場（以下「湖沼系浄水場」という。）については、それぞれ年６回、２回の検
査を行います。             ※流域５都県：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都 

 

（５）その他の項目（表－３参照） 
   要検討項目※の内、消毒副生成物については、各浄水場の最末端となる配水池で過去３年間に

検出された項目及び浄水方法の変更後３年間の検査実績がない浄水場の当該事項について年１
回行います。それ以外の要検討項目については、取水原水及び浄水のどちらかで過去３年間に
検出された項目及び浄水方法の変更後３年間の検査実績がない浄水場の当該事項について年１
回行います。また、ダイオキシン類については、年１回（過去３年間に取水原水または浄水で
目標値を超過した浄水場では年２回）の委託検査とします。 

水質管理上有用な項目については、取水原水を対象として、原虫類（クリプトスポリジウム
及びジアルジア）の検査については、河川系で年６回、湖沼系で年２回、それ以外の項目は月１
回行います。 

※要検討項目：毒性評価が定まらないことや水道水中での検出実態が明らかでないことから、情報や知見の

収集が必要な項目で、現在46項目が示されています。 

水道水の放射性物質については、放射性ヨウ素及び放射性セシウムを対象に、全ての浄水場
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の原水及び浄水を月１回検査します。また、降雨などで濁度が高くなった場合には、原水及び
浄水について臨時の検査を行います。 

 

（６）不測の事態に備える水質検査対応について 
   災害等の不測の事態が生じた場合、水質基準項目を除く水質検査の頻度を変更する可能性があ

ります。（変更があった際には関係市町村・企業団水道事業体に対し通知を行い、茨城県企業局
ホームページでも通知を行います。） 

 

６ 水質検査の方法 

水質検査は、水質管理センターと各浄水場で行います。水質基準項目については「水質基準に関

する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）」、水

質管理目標設定項目については「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並

びに水道水質管理における留意事項について（平成15年10月10日健水発第1010001号）」別添４に

定められた方法で検査します。また、その他の項目については上水試験方法（日本水道協会）等に

定められた方法により検査します。 

 

７ 臨時の水質検査 

    水源等で次のような状況があり、水道水の水質が水質基準値を超えるおそれがある場合に、臨時

の水質検査を行います。 

（１）水源水質が著しく悪化したとき。 

（２）水源に異常があったとき。 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。 

（４）浄水処理の過程で異常があったとき。 

（５）定期検査により水質の異常が判明したとき。 

（６）送水管等の水道施設が著しく汚染されるおそれがあるとき。 

（７）その他特に必要があると認められるとき。 

 

８ 水質検査計画及び水質検査結果の公表 

水質検査計画は、毎年度の開始前に策定し、企業局のホームページに掲載します。 

水質検査結果のうち、浄水の水質基準項目の検査結果については、原則として検査を行った翌月

に、浄水の放射性物質については、検査を行った翌月までに企業局のホームページに掲載します。 

その他の項目については、１年間の水質検査結果をとりまとめた水質年報を作成してホームペー

ジ上に公表します。 

 

９ 水質検査結果の評価 

 水質検査結果を基準値等と比較し、法令に適合した水質であることを確認します。 

 もし、水質検査結果が基準値等を超過した場合、又は過去の値と著しく異なる場合は、その原因

を調査・究明し、適切な水処理を実施し安全な水道水を供給します。 

 

10 水質検査計画の見直し 

  県民に安全で安心な水道水を供給するために、各検査項目の検査結果、科学的知見に基づく情報

及び社会的要請等を考慮し、毎年度、本検査計画の見直しを実施します。 

 

11 水質検査の測定精度と信頼性の確保 

（１） 測定精度 

環境省が定めた水質基準項目等に係る水質検査方法により、原則として基準値等の１／10

の濃度の定量分析ができ、定量下限値付近の測定における変動係数（ＣＶ）が無機物及びTOC

（色度を除く）では10％以下、有機物及び色度では20％以下の精度を確保した水質検査を行

っています。 



６ 

ＪＷＷＡ－ＧＬＰ０４５ 

（２） 信頼性の確保 

企業局の水質検査部門を担う水質管理センターにおいて、平成21年２月に水道水質検査優

良試験所規範（水道ＧＬＰ※）の認定を取得、令和７年８月に認定を更新し、より高い水準で

水質検査結果の信頼性を確保しています。さらに、毎年度、国で実施している精度管理調査

に参加して、測定精度の評価を受けるなど信頼性の向上に努めています。 

※水道ＧＬＰ（Good Laboratory Practice）は、(公社)日本水道協会が策定した水道水の

水質検査に特化した信頼性保証システムで、その要求事項は、国際規格であるISO 9001の

管理要件とISO/IEC 17025の技術的要件を基に構成されています。認定を取得するには、こ

れらの要求事項を満たしたシステムを構築し、(公社)日本水道協会の審査に合格する必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 関係者との連携 

企業局では、水道水の安全性を確保するために、関係者との連絡体制を整備し安全で安心な水

の安定供給に努めています。 

各水源において水質汚染事故が発生した場合は、関係機関との情報交換を図り、必要な措置を

講じて安全な水を供給します。 

 

関係機関との連絡体制 

水  源 浄水場 連絡体制等(事務局等) 

霞ヶ浦、北浦、鰐川 

霞ヶ浦浄水場 

阿見浄水場 

鹿島浄水場 

鰐川浄水場 

関城浄水場 

新治浄水場 

・異常水質汚濁通報連絡要領による連絡体制 

（関東地方水質汚濁対策連絡協議会） 

・茨城県緊急水質事案対策要領による連絡体制 

（県民生活環境部環境対策課） 

利根川、鬼怒川 
利根川浄水場 

水海道浄水場 

・異常水質汚濁通報連絡要領による連絡体制 

（関東地方水質汚濁対策連絡協議会） 

・茨城県緊急水質事案対策要領による連絡体制 

  （県民生活環境部環境対策課） 

・利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会による

水質事故発生時の通報連絡体制 

（東京都水道局） 

那珂川、涸沼川 
水戸浄水場 

涸沼川浄水場 

・異常水質汚濁通報連絡要領による連絡体制 

（関東地方水質汚濁対策連絡協議会） 

・茨城県緊急水質事案対策要領による連絡体制 

（県民生活環境部環境対策課） 

・那珂川水系水道事業連絡協議会による連絡体制

（水戸市上下水道局水道部） 

 
                                              （問い合わせ先） 

                                                     茨城県企業局施設課施設管理グループ 

                                                     電話：（０２９）３０１－４９７４ 

                                                     MAIL：komu1@pref.ibaraki.lg.jp 

＜認定内容＞ 
・認定日 ：令和７年８月 24 日 

     （初回認定 平成 21 年２月） 

・認定範囲：水道水質基準項目(52 項目) 

      水道水・浄水 

・認定番号：JWWA－GLP045 
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検 体 名 採  水  地  点 

取水原水（旧県南） 木原取水場（霞ヶ浦）、利根川浄水場取水口（利根川） 

取水原水（旧県西） 霞ヶ浦用水取水口（霞ヶ浦）、小山取水場（利根川）、板戸井取水場（鬼怒川） 

浄  水（旧県南） 霞ヶ浦浄水場浄水池、利根川浄水場浄水池、阿見浄水場浄水池 

浄  水（旧県西） 関城浄水場浄水池、新治浄水場浄水池、水海道浄水場浄水池 

配  水（旧県南） 

つくば市、茨城県南水道企業団（龍ケ崎市） 

茨城県南水道企業団（牛久市）、守谷市 

阿見町、河内町、稲敷市（旧東町） 

配  水（旧県西） 

桜川市（旧岩瀬町）、八千代町、常総市（旧石下町） 
石岡市（旧八郷町） 
つくばみらい市（旧伊奈町）、古河市（旧総和町、旧三和町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図－１ 県南西広域水道用水供給事業  
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検 体 名 採  水  地  点 

取水原水 爪木取水場（北浦）、鰐川取水ポンプ井（鰐川） 

浄  水 鹿島浄水場浄水池、鰐川浄水場浄水池 

配  水 
行方市（旧玉造町）、潮来市、鉾田市（旧鉾田町、旧旭村） 
神栖市（旧神栖町、旧波崎町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 鹿行広域水道用水供給事業 
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検 体 名 採  水  地  点 

取水原水 水戸取水場（那珂川）、涸沼川取水場（涸沼川） 

浄  水 水戸浄水場浄水池、涸沼川浄水場浄水池 

配  水 
常陸大宮市（旧大宮町）、東海村、大洗町、 
茨城町、かすみがうら市（旧霞ヶ浦町）、笠間市（旧笠間市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 県中央広域水道用水供給事業 
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表－１ 水質基準項目の検査頻度 

No. 項   目 基準値 

取水 

原水 

法令に 

よる検 

査回数 

法令により

検査回数を

減らせない

項目 

浄水 

b) 

c) 

配水

b) 

c) 

検査回数減等の理由 

 ○：浄水池において検査回数を減ずる項目 

 ●：配水池において検査回数を減ずる項目 

 ＋：法令による検査回数より頻度を高める項目 回／年 回／年 回／年 回／年 

基 1 一般細菌 100 個/mL 以下 12 12 □ 12 12     

基 2 大腸菌 不検出   12 12 □ 12 12     

基 3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 8 六価クロム化合物 0.02 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L 以下 1 4  1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L 以下 1 4 □ 4 4     

基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 a) 10 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 13 ホウ素及びその化合物  1.0 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 14 四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 15 １，4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 16 
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 
0.04 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 17 ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 20 
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名 PFOS）

及びペルフルオロオクタン酸（別名 PFOA） 

0.00005 mg/L 以下 1 4  4 4  水質基準に追加されたため 

基 21 ベンゼン 0.01 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 22 塩素酸 0.6 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 23 クロロ酢酸 0.02 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 24 クロロホルム 0.06 mg/L 以下 0 4 □ 8 4 +  6～10 月 浄水を毎月検査 

基 25 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 26 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L 以下 0 4 □ 8 4 +  6～10 月 浄水を毎月検査 

基 27 臭素酸 0.01 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 28 総トリハロメタン 0.1 mg/L 以下 0 4 □ 8 4 +  6～10 月 浄水を毎月検査 

基 29 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 30 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L 以下 0 4 □ 8 4 +  6～10 月 浄水を毎月検査 

基 31 ブロモホルム 0.09 mg/L 以下 0 4 □ 8 4 +  6～10 月 浄水を毎月検査 

基 32 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L 以下 0 4 □ 4 4     

基 33 亜鉛及びその化合物 1.0  mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 34 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L 以下 1 4   12 4 + 維持管理に必要なため 

基 35 鉄及びその化合物 0.3 mg/L 以下 12 4   12 12 + 維持管理に必要なため 

基 36 銅及びその化合物 1.0  mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 37 ナトリウム及びその化合物 a) 200 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 38 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L 以下 12 4   12 12 + 維持管理に必要なため 

基 39 塩化物イオン 200 mg/L 以下 12 12 □ 12 12     

基 40 カルシウム，マグネシウム等（硬度） 300 mg/L 以下 12 4   12 12 + おいしい水の指標のため 

基 41 蒸発残留物 500 mg/L 以下 12 4   12 12 + おいしい水の指標のため 

基 42 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L 以下 1,12 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 43 ジェオスミン 0.00001 mg/L 以下 12 12   12 12     

基 44 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L 以下 12 12   12 12     

基 45 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 46 フェノール類 0.005 mg/L 以下 1 4   1、4 1、4 ○● 過去3年間の検査結果が基準値の 1/5 以下であるため 

基 47 有機物〔全有機炭素（TOC）の量〕 3 mg/L 以下 12 12 □ 12 12     

基 48 ｐH 値 5.8～8.6 - 12 12 □ 12 12     

基 49 味 異常なし - 0 12 □ 12 12     

基 50 臭気 異常なし - 1 12 □ 12 12     

基 51 色度 5 度 以下 12 12 □ 12 12     

基 52 濁度 2 度 以下 12 12 □ 12 12     

a) 基 11、12、36 の項目は基準値の 1/5 を超えた浄水場について年 4 回検査を行います。b) 検査実績のない浄配水場は法令による検査回数で検査します。 

c) 霞ヶ浦浄水場の浄水及び霞ヶ浦浄水場より送水している配水においては、令和６年 11 月１日からオゾン促進酸化処理施設が供用開始したことから、法令に

よる検査回数（３ヶ月に１回）で検査します。
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表－２ 水質管理目標設定項目の検査頻度  

No. 項   目 

目標値 

（P：暫定値） 
取水原水 浄水 配水 

備考  d) 

 回／年 回／年 回／年 

目 1 アンチモン及びその化合物  0.02 mg/L 以下 1 1 1   

目 2 ウラン及びその化合物 P 0.002 mg/L 以下  1 1 1   

目 3 ニッケル及びその化合物  0.02 mg/L 以下  1 1 1  

目 4 削除         

目 5 １，２－ジクロロエタン   0.004 mg/L 以下 1 1 1   

目 6 削除             

目 7 削除             

目 8 トルエン  0.4 mg/L 以下 1 1 1   

目 9 フタル酸ジ（２-エチルヘキシル）  0.08 mg/L 以下 1 1 1   

目 10 亜塩素酸  b)  0.6 mg/L 以下 －    1 1  

目 11 削除             

目 12 二酸化塩素 ａ)  0.6 mg/L 以下 － － －   

目 13 ジクロロアセトニトリル  b) P 0.01 mg/L 以下  － 1 1  

目 14 抱水クロラール  b) P 0.02 mg/L 以下  － 1 1  

目 15 農薬類  c) Σ 1   2、6、10 2、6、10 － 優先的に取組むべき項目のため 

目 16 残留塩素  b)  1 mg/L 以下 － 12 12 おいしい水の指標のため 

目 17 カルシウム，マグネシウム等(硬度)  10～100 mg/L 12 12 4 おいしい水の指標のため 

目 18 マンガン及びその化合物  0.01 mg/L 以下 12 12 12 維持管理上必要な項目のため 

目 19 遊離炭酸  20 mg/L 以下 － 12 1 おいしい水の指標のため 

目 20 １，１，１-トリクロロエタン  0.3 mg/L 以下 1 1 1   

目 21 メチル-ｔ-ブチルエーテル  0.02 mg/L 以下 1 1 1   

目 22 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量)  3 mg/L 以下 12 12 12 おいしい水の指標のため 

目 23 臭気強度（TON)  3  以下 12 12 12 おいしい水の指標のため 

目 24 蒸発残留物  30～200 mg/L 12 12 12 おいしい水の指標のため 

目 25 濁度  1 度 以下 12 12 12 維持管理上必要な項目のため 

目 26 ｐH 値  7.5  程度  12 12 12 維持管理上必要な項目のため 

目 27 腐食性（ランゲリア指数） b)  -1～0     － 12 1 維持管理上必要な項目のため 

目 28 従属栄養細菌 P 2,000 個/mL 以下 12 12 12 維持管理上必要な項目のため 

目 29 1,1-ジクロロエチレン  0.1 mg/L 以下 1 1 1  

目 30 アルミニウム及びその化合物  0.1 mg/L 以下  1 12 4 維持管理上必要な項目のため 

  a) 目 12 の項目は当企業局において処理工程に二酸化塩素を使用していないので検査を行いません。 

  b) 目 10、13、14、16 の項目は消毒剤・消毒副生成物、目 27 の項目は配水給水系の腐食の指数なので取水原水で

は検査を行いません。 

  c) 農薬類については、環境省が国内の検出状況、使用量などを勘案しリストアップした農薬のうち 53 物質を検査しま

す。農薬類の目標値は、検査農薬それぞれの、検出値と目標値の比の和(Σ)として 1 とします。（カルタップ、ダゾメッ

ト・メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート、ピラクロニル、フェリムゾン、プロチオホスの 5 項目については、測定

不可項目となっています。） 

過去 3 年間に浄水または取水原水で検出された農薬については以下のとおり検査を実施します。 

河川系浄水場 ： 検出頻度の高い 5～8 月は月 2 回、4、9 月は月 1 回の計 10 回検査。 

湖沼系浄水場 ： 検出濃度が低くかつ検出頻度も低いので 4～9 月に月 1 回の計 6 回検査。 

   また、それ以外の農薬については、6 月、8 月の計 2 回検査を実施します。 

  d) 備考「優先的に取り組むべき項目」とは、国より他の水質管理目標設定項目に比べて優先的に取り扱うことと通知の

あった項目です。 
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表－２－２ 農薬類の検査頻度 

No. 項目   目標値   検査回数 a) 

1 1,3-ジクロロプロペン （D-D） 0.06 mg/L 以下 2 

2 2,4-D （2,4-PA） 0.02 mg/L 以下 2 

3 MCPA 0.005 mg/L 以下 2 

4 アシュラム 0.9 mg/L 以下 2 

5 アセフェート 0.006 mg/L 以下 2 

6 アラクロール 0.03 mg/L 以下 2 

7 イソキサチオン 0.005 mg/L 以下 6、10 

8 イソプロチオラン （IPT） 0.3 mg/L 以下 2 

9 イプフェンカルバゾン 0.002 mg/L 以下 6、10 

10 オキシン銅 （有機銅） 0.03 mg/L 以下 2 

11 オリサストロビン 0.1 mg/L 以下 6、10 

12 カフェンストロール 0.008 mg/L 以下 6、10 

13 カルボフラン 0.0003 mg/L 以下 6、10 

14 キノクラミン （ACN） 0.005 mg/L 以下 6、10 

15 キャプタン 0.3 mg/L 以下 2 

16 クミルロン 0.03 mg/L 以下 6、10 

17 グリホサート 2 mg/L 以下 2 

18 グルホシネート 0.02 mg/L 以下 2 

19 クロルピリホス 0.003 mg/L 以下 2 

20 クロロタロニル （TPN） 0.05 mg/L 以下 2 

21 ジウロン （DCMU） 0.02 mg/L 以下 2 

22 ジクロベニル （DBN） 0.03 mg/L 以下 2 

23 ジクワット 0.01 mg/L 以下 2 

24 ジチオカルバメート系農薬  b) 0.005 mg/L 以下 2 

25 シマジン （CAT） 0.003 mg/L 以下 2 

26 ジメタメトリン 0.02 mg/L 以下 2 

27 シメトリン 0.03 mg/L 以下 2 

28 ダイアジノン 0.003 mg/L 以下 2 

29 ダイムロン 0.8 mg/L 以下 2 

30 チアジニル 0.1 mg/L 以下 2 

31 チオファネートメチル 0.3 mg/L 以下 2 

32 チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 2 

33 テフリルトリオン 0.002 mg/L 以下 6、10 

34 トリフルラリン 0.06 mg/L 以下 2 

35 パラコート 0.01 mg/L 以下 2 

36 ピラゾキシフェン 0.004 mg/L 以下 2 

37 ピラゾリネート （ピラゾレート） 0.02 mg/L 以下 2 

38 ピロキロン 0.05 mg/L 以下 2 
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39 フェニトロチオン （MEP） 0.01 mg/L 以下 2 

40 ブタクロール 0.03 mg/L 以下 6、10 

41 プレチラクロール 0.05 mg/L 以下 2 

42 プロベナゾール 0.03 mg/L 以下 2 

43 ブロモブチド 0.1 mg/L 以下 6、10 

44 ベノミル 0.02 mg/L 以下 6、10 

45 ベンゾビシクロン 0.09 mg/L 以下 2 

46 ベンタゾン 0.2 mg/L 以下 6、10 

47 ペンディメタリン 0.3 mg/L 以下 2 

48 ベンフラカルブ 0.02 mg/L 以下 2 

49 ホスチアゼート 0.005 mg/L 以下 2 

50 マラチオン （マラソン） 0.7 mg/L 以下 2 

51 メコプロップ （MCPP） 0.05 mg/L 以下 2 

52 メチダチオン （DMTP） 0.004 mg/L 以下 2  

53 モリネート 0.005 mg/L 以下 2 

  a) 過去 3 年間の検査で、取水原水または浄水のいずれかで検出されたものとそれ以外に分類し、湖沼系浄水場について

はそれぞれ年６回、年２回、河川系浄水場についてはそれぞれ年 10 回、年２回検査を行います。 

b) ジチオカルバメート系農薬の検出濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ（マンコゼ

ブ）及びマンネブを合算した値です。 
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表－３ その他の項目の検査頻度 

  No. 項   目 
目標値 

（P：暫定値） 

取水原水 浄水 配水 

回／年 回／年 回／年 

要

検

討

項

目 

a) 

検 2 バリウム及びその化合物 0.7 mg/L 以下  1 1 － 

検 4 モリブデン及びその化合物 0.07 mg/L 以下   1 1 － 

検 9 エチレンジアミン四酢酸（EDTA） 0.5 mg/L 以下   1 1 － 

検 10 エピクロルヒドリン d) P  0.0004 mg/L 以下  1 1 － 

検 11 塩化ビニル d) 0.002 mg/L 以下  1 1 － 

検 12 酢酸ビニル d) - mg/L 以下  1 1 － 

検 16 スチレン  d) 0.02 mg/L 以下  1 1 － 

検 17 ダイオキシン類 b) P 1 pg-TEQ/L 以下  1 1 － 

検 24 フタル酸ジ-n-ブチル d)  0.01 mg/L 以下  1 1 － 

検 25 フタル酸ブチルベンジル d)  0.5 mg/L 以下  1 1 － 

検 26 ミクロキスチン－LR P 0.0008 mg/L 以下  1 
1（河川系） 

- 
3（湖沼系） 

検 28 ブロモクロロ酢酸  - mg/L 以下  － － 1 

検 29 ブロモジクロロ酢酸 - mg/L 以下  － － 1 

検 30 ジブロモクロロ酢酸 d) - mg/L 以下  － － 1 

検 31 ブロモ酢酸 d) - mg/L 以下  － － 1 

検 32 ジブロモ酢酸 - mg/L 以下  － － 1 

検 33 トリブロモ酢酸 d) - mg/L 以下  － － 1 

検 34 トリクロロアセトニトリル d) - mg/L 以下  － － 1 

検 35 ブロモクロロアセトニトリル d) - mg/L 以下  － － 1 

検 36 ジブロモアセトニトリル 0.06 mg/L 以下  － － 1 

検 37 アセトアルデヒド d) - mg/L 以下  － － 1 

検 38 MX    d) - mg/L 以下  1 1 － 

検 40 キシレン d) 0.4 mg/L 以下  1 1 － 

検 41 過塩素酸 0.025 mg/L 以下   1 1 － 

検 45 アニリン d) 0.02 mg/L 以下  1 1 － 

検 46 キノリン d) 0.0001 mg/L 以下  1 1 － 

検 47 1,2,3-トリクロロベンゼン  d) - mg/L 以下  1 1 － 

検 48 ニトリロ三酢酸（NTA） d) 0.2 mg/L 以下  1 1 － 

検 49 要検討 PFAS  e） - mg/L 以下  1 1 － 

水
質
管
理
上
有
用
□
項
目 

1 アンモニア態窒素 - 12 - - 

2 生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) - 12（河川のみ） - - 

3 化学的酸素要求量（ＣＯＤ） - 12 - - 

4 浮遊物質量（ＳＳ） - 12 - - 

5 全窒素 - 12 - - 

6 全りん - 12 - - 

7 藻類 - 24（湖沼のみ） - - 

8 
大腸菌及び嫌気性芽胞菌 

（原虫類指標菌） 
- 12 - - 

9 
原虫類 

（クリプトスポリジウム及びジアルジア） 
- 

6（河川系） 
- - 

 2（湖沼系） 

放射性物質 

c) 

放射性セシウム（セシウム 134 及び 137）   10  Bq/kg 以下 12 12 - 

放射性ヨウ素（ヨウ素 131） - 12 12 - 

a) 要検討項目のうち、過去３年間にいずれかの地点で検出された項目について検査を行います。 

b) ダイオキシン類は、過去３年間に取水原水または浄水で目標値を超過した浄水場では、取水原水、浄水ともに年２回の検査を行います。 

c) 放射性物質は取水原水ではなく原水（浄水場内）の測定を行います。 

ｄ) 以下の項目については、令和６年 11 月１日からオゾン促進酸化処理施設が供用開始した霞ヶ浦浄水場について実施いたします。 

  検 10、検 11、検 12、検 16、検 24、検 25、検 30、検 31、検 33、検 34、検 35、検 37、検 38、検 40、検 45、検 47、検 48  

ｅ) 要検討 PFAS は、以下の８物質になります。 

  ペルフルオロブタンスルホン酸（PFBS）、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）、ペルフルオロブタン酸（PFBA）、ペルフルオロペンタ

ン酸（PFPeA）、ペルフルオロヘキサン酸（PFHxA）、ペルフルオロヘプタン酸（PFHpA）、ペルフルオロノナン酸（PFNA）、ヘキサフルオロ

プロピレンオキシドダイマー酸（HFPO-DA）  
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検査項目用語集 
 

法 令 に よ り 毎 月 検 査 す る 項 目  消 毒 副 生 成 物 

（ 水 質 基 準 項 目 ） 
 

（ 水 質 基 準 項 目 ） 

病 原 微 生 物 に 関 す る 項 目 及 び 

水 道 水 質 に 関 す る 基 本 的 な 指 標 等 
 消 毒 の た め に 加 え る 塩 素 系 消 毒 剤 に よ り 

生 成 さ れ て し ま う 項 目 等 

 一般細菌   シアン化物イオン及び塩化シアン 

 大腸菌   塩素酸 

 塩化物イオン   クロロ酢酸 

 有機物（全有機炭素(TOC)の量）   クロロホルム 

 ｐＨ値   ジクロロ酢酸 

 味   ジブロモクロロメタン 

 臭気   臭素酸 

 色度（毎日検査）   総トリハロメタン 

 濁度（毎日検査）   トリクロロ酢酸 

    ブロモジクロロメタン 

    ブロモホルム 

    ホルムアルデヒド 
   

維 持 管 理 上 必 要 な 項 目  優 先 的 に 取 り 組 む べ き 項 目 

（ 水 質 基 準 項 目 ・ 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 ） 
 

（ 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 ） 

適 切 な 水 処 理 を 行 う た め に 必 要 な 項 目  国 よ り 他 の 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 に 比 べ て 

優 先 的 に 取 り 扱 う こ と と 通 知 の あ っ た 項 目 

 鉄及びその化合物   ニッケル 

 マンガン及びその化合物   ジクロロアセトニトリル 

 アルミニウム及びその化合物   抱水クロラール 

 亜塩素酸   農薬類 

 塩素酸    

 残留塩素（毎日検査）    

 臭気強度    

 濁度    

 ｐＨ値    

 腐食性（ランゲリア指数）    

 従属栄養細菌   
 

お い し い 水 の 指 標  
水 質 管 理 上 有 用 な 項 目 

（ 水 質 基 準 項 目 ・ 水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 ）  

「おいしい水研究会」（旧厚生省）から発表された項目 
 主に取水原水で水質の把握に必要な項目 

 蒸発残留物   アンモニア態窒素 

 硬度   生物化学的酸素要求量(BOD) 

 遊離炭酸   化学的酸素要求量(COD) 

 過マンガン酸カリウム消費量   浮遊物質(SS) 

 臭気強度   全窒素 

 残留塩素   全りん 

   藻類 

   原虫類(クリプトスポリジウム及びジアルジア) 

   大腸菌及び嫌気性芽胞菌(原虫類指標菌) 

   放射性セシウム（セシウム 134 及び 137） 

   放射性ヨウ素（ヨウ素 131） 


